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安全確保及び適正使用のための照明器具の表示 

 
16 ページ 附属書 F（参考）表示例 の表示内容の 1 と 2 との間に次の 1a 及び 1b を追加する。 

 
表示箇所 危害・損害のレベル 

表示内容 器具本体 

（含カード）
包装 

取説・施工

説明書 
警告 注意 

備考 

1a 耐塩仕様の器具には、その旨

（｢重耐塩｣，｢耐塩｣など。）。 
  ●   

表示箇所

には、仕

様図を含

む。 
1b 耐塩仕様ではない（｢重耐塩｣，

｢耐塩｣などの表示がない）器具は，

塩害地域には使用しない旨，及び塩

害地域で使用すると早期に錆，腐食

などが生じ，照明器具の落下，照明

用ポールの倒壊などにつながるおそ

れがある旨。 

  ● ○  

 

 
 
 
 
 
 

社団法人 日本照明器具工業会 ガイド 115 
「安全確保及び適正使用のための照明器具の表示」

 

制  定：1994 年 10 月 5 日 

改  正：2008 年 3 月 26 日 

改  正：2010 年 3 月 24 日 
審議機関：技術委員会（委員長 竹内啓泰） 
立案機関：屋外照明器具適正使用小委員会 

（主査 樹下 浩） 
 

発行日：2010 年 3 月 24 日 
発 行：社団法人 日本照明器具工業会 
東京都台東区上野３丁目２番１号 
電話 （０３）３８３３―５７４７ 
 

禁 無断複写，転載 

 


